
令和元年度（２０１９年度）財政的援助団体等監査に係る 

注意事項の公表 
 

令和元年（２０１９年）１０月３日から令和２年（２０２０年）１月２７日までの

間に実施した財政的援助団体等監査における注意事項は次のとおりです。 

 注意事項とは、監査結果のうち指摘事項には至らないが早期の是正措置を促す必要

があるものです。 

なお、指摘事項等については、令和２年（２０２０年）４月２８日付け熊本県監査

委員公告第８号で公表しています。 

  令和２年（２０２０年）４月２８日 

                        熊本県監査委員事務局 

 

〇件数 １５件（うち４件は、所管課の課題） 

 

〇注意事項 
 

①出資団体 

 
 

②補助金等交付団体 ※の事項の一部は、所管課の課題。 

事　　項 内　　　容 課題数

補助金の実績報告
※

・事業完了前に実績報告を行っている。
・変更申請せずに事業を完了しており、実績報告の内
容が実態と異なっている。

2

理事及び評議員の
選任

　理事及び評議員に欠員が生じている。 1

関係法令

・学校保健安全法に規定された学校保健計画の策定を
行っていない。
・労働基準法第36条に規定された協定の労働基準監督
署への届出の有効期間が経過している。

2

給与 　賃金規程に規定されていない給与を支給している。 1
 

 

 
 



③公の施設の指定管理者 ※の事項の一部は、所管課の課題。 

事　　項 内　　　容 課題数

施設の維持管理※

・消火設備の安全性の点検が法令の期限後に行われて
いる。
・備品の保守点検の結果、破損及び交換の必要がある
にもかかわらず、県への報告及び修繕等が行われてい
ない。

2

設置許可
施設敷地内に設置されている自動販売機について設

置許可の手続が行われていない。
1

事業計画の承認※
指定管理者から提出された事業計画書について、条

例施行規則で規定された県の文書での承認通知がなさ
れていない。

1

使用料の徴収時期
※

使用料について、条例で前納とされているにもかか
わらず、利用後に納入されているものがある。

1

 


